
 仕 様 書 
 

 

１ 名称 

大判プリンター 

 

２ 規格及び数量 

※ 規格を示す物品の例として「適合品」を示しているが、当該製品を指定するものではない。

※ 同等品で参加する場合は、入札（見積）書提出期限までに、担当課まで同等・ 規格確認

  書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが判別可能な書類を電子メールで提

  出し、担当課の確認及び承認を受けること。 

なお、電子メールで提出する場合、下記担当課のメールアドレス宛に送信すること。 

（規格が同じでも型番が違うものについては、同等・規格確認書の提出が必要となります。） 

 

【適合品】 

 品 名 型 番 数量 メーカー 

① 

大判プリンター imagePROGRAF TX-4100 4602C001 1 

Canon 

2段ロールユニット RU-42 2 4 5 5 C 0 03 1 

フルフロントスタッカー SS-41 2 4 5 6 C 0 03 1 

CSP/IPF-TX タイプF 5年 訪問修理･プリント

ヘッド込保守 
7950AC20 1 

 

３ 納入場所及び検査場所 

  札幌市白石区土木センター（札幌市白石区本通14丁目南5-32 ） 

 

４ 賃貸借期間 

  令和６年 10 月１日～令和 11 年９月 30 日（60 カ月）  

 

５ その他 

（１）納入日時について、事前に担当課と打ち合わせすること。  

（２）開梱、組立て、調整を行い、所定の位置に指示通り納入すること。  

（３）納入の際に電源投入を行い正常に動作することを確認すること。  

（４）ネットワーク設定及び調整を行った後に、正常に一体として最良の状態で機能しない

場合は、受注者が原因究明に協力すること。 

   （なお、クライアント PC のネットワーク設定及び調整は別途本市が委託した業者が

行う。） 

（５）機器等の梱包材は、受注者が納入後速やかに引き取ること。 

（６）契約の履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求める 

   ことがあります。その場合、出荷引受書の提出が可能なことが契約（発注）条件とな

ります。 

（７）同等品の判断には時間を要する事例もあり、見積書提出期限までに間に合わないこ

とがありますので、確認に要する時間を考慮して発注課へ同等品の確認を依頼してく

ださい。 

 （８）リース期間終了後の製品については、適正な処理を行うこと。  

（９）リース期間終了に伴う機器の回収費用は、受注者の負担とする。  

 

６ 連絡先 

札幌市白石区土木部維持管理課事務係 

住所 札幌市白石区本通14丁目南5-32 

TEL011-864-8125  FAX011-864-4530 

sh.doboku@city.sapporo.jp



別紙 

 
【規格】 

項 目 規 格 

印 刷 方 式 ５色独立インク搭載インクジェット印刷方式 

インクの種類 顔料タイプ 

インクタンク ３３０ｍｌ以下及び７００ｍｌ以上のタンクを混在して使用できること 

印 刷 速 度 
Ｂ０サイズポスター出力（普通紙、ロール紙）の場合、高速５２秒以下、

標準１分４８秒以下で印刷可能であること※出力画像ISO JIS SCID N5 

解 像 度 ２４００×１２００ｄｐｉ以上 

対 応 用 紙 

・ロール紙及びカット紙 

・Ａ４、Ａ３、Ａ２、Ａ１、Ａ０、Ｂ４、Ｂ３、Ｂ２、Ｂ１、Ｂ０用紙 

・１５２．４～１，１１８ｍｍ程度のロール紙 

・外形１７０ｍｍまでのロール紙 

給 紙 機 構 

・Ｂ０サイズまでのロール紙×２本を同時にセットできること 

・本体にセットしたロール紙の先端を自動検知し、用紙先端を印刷可能 

な状態に自動搬送できること 

排 紙 機 構 
最大Ａ１横サイズまでの用紙を印刷順に１００枚以上下向き排紙で平積み

できること 

内 臓 Ｒ Ａ Ｍ １２８ＧＢ以上 

内 臓 Ｈ Ｄ Ｄ ５００ＧＢ以上 

インターフェイス 
１０ＢＡＳＥ－Ｔ／１００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０００ＢＡＳＥ－Ｔ、 

ＵＳＢ２．０を有すること 

イ ン ク 交 換 プリント中でも印刷動作を止めることなくインクの交換できること 

操 作 性 

・インク・消耗品の交換、用紙セット、紙詰まり処理などをすべて本体前

面から操作できること 

・フルカラータッチパネルディスプレイを有し、設定変更や操作ガイダン

スの確認ができること 

対 応 Ｏ Ｓ Ｗｉｎｄｏｗｓ１１、Ｗｉｎｄｏｗｓ１０ 

外 形 寸 法 本体：Ｗ１６００×Ｄ７７０×Ｈ１１７０ｍｍ以下 

環 境 ラ ベ ル グリーン購入法、国際エネルギースタープログラムに適合 

保 守 
購入後５年間の消耗品以外（プリントヘッドは対象）の交換パーツ代金の

無償化、訪問修理・技術費用が無償化となること 

 


